
紛争解決の仕組み（流れ図） 
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＜調整委員会＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
＜小委員会＞ ●小委員会部会長が、小委員会に所属する委員を指名する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ委員（学識経験者等・部会長） 
Ｂ委員（障害当事者団体代表） 
Ｃ委員（障害当事者団体代表） 
Ｄ委員（事業者代表） 
Ｅ委員（事業者代表） 

●調整委員会会長が小委員会部会長を指名する。 

小委員会の設置（イメージ図） 

あっせんの求めを受けた知事は、調整委員会にあっせんを付託する。 
調整委員会は、小委員会を立ち上げ、あっせんを行う。 

事案ごとに小委員会を立ち上げ 
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